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お客さま本位の業務運営方針 
AIGジャパングループでは、お客さまの最善の利益を追求し高い価値を提供す
るため、グローバルなノウハウやネットワークを有する保険会社グループとし
て、「ACTIVE CARE (アクティブ・ケア)」（1. すべてがシンプルで、分かりや
すい。2．リスク情報を、事前に。3. AIGならではの先進性。） を通じて、「お
客さま本位の業務運営」を推進しています。 
 
当社は、「お客さま本位の業務運営」をより一層推進するため、本方針および取
組内容を定めるとともに、定期的に見直し、取組状況を公表します。 
 
 
 

2023年度「取組状況」の公表 
「お客さま本位の業務運営方針」に基づき、2023 年度（2022 年 12 月～ 
2023 年 12 月）※の「取組状況」を公表します。 
 

※2023年度については対象期間を変更しています。 
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方針・取組状況 ページ 

方針 1 お客さまの声を活かした業務運営 … 4 

方針２ お客さまにふさわしい商品・サービスの提供 … 6 

方針 3 保険募集における適切な情報提供 … 8 

方針 4 迅速かつ適切な保険金支払い … 10 

方針 5 適切な利益相反管理 … 12 

方針 6 「お客さま本位の業務運営」の浸透 … 13 

 

別紙 「お客さま本位の業務運営方針・取組内容」の見直し … 15 

 
 
 
 
（ご参考） 
金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客さま本位の業務運営方針」との関係 

原則 対応する方針 

原則 1：顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等 本方針および取組内容を定めるとともに、定期的に見直し、取組状況を公表します。 

原則 2：顧客の最善の利益の追求 方針１／方針４／方針５／方針６ 

原則 3：利益相反の適切な管理 方針 5 

原則 5：重要な情報の分かりやすい提供 方針３ 

原則 6：顧客にふさわしいサービスの提供 方針２／方針３ 

原則 7：従業員に対する適切な動機付けの枠組み等 方針 6 

 
原則４、原則５（注２、４）および原則６（注１～４）については、当社の取引形態上、または投資リスクのある金融商
品・サービスの取扱いがないことから、本方針の対象としていません。（「顧客本位の業務運営に関する原則」については、
金融庁ホームページをご参照ください。） 
 

目次 
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お客さまの声を真摯に受け止め、迅速、的確かつ誠実に対応し、お客さまの安心につながる業務運
営と業務品質の改善・向上に活かします。  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針１ お客さまの声を活かした業務運営 

取組状況 

 
 お客さまの声の一元管理 

当社では、お客さま（保険契約者、被保険者、代理店、そのほか一般の消費者の方々など）からお寄
せいただいた苦情・ご意見・ご要望を「お客さまの声」と定義し、保険金サービス拠点、コールセン
ターや代理店などで受けたお客さまの声を「お客さまの声管理システム」に登録して一元管理してい
ます。 
 

 お客さまの声の登録漏れ防止の取組み 
お客さまの声の適正な管理を行うことを目的に、ロボティクス・プロセス・オートメーション（RPA）
を活用した「お客さまの声管理システム」への登録漏れ防止を図りつつ、各種会議などを通じて登録
の徹底を周知しています。当期間中においては、13,944件のお客さまの声を登録しました。 
 

 お客さまの声に対する取組体制 
「お客さま満足（CS）向上会議」を定期的に開催し、当社に寄せられたお客さまの声を把握するとと
もに、業務品質の改善・向上に努めています。また、お客さまの声に基づく改善の検討と分析結果は
定期的に社内共有を行っています。 
 

 苦情対応マネジメントシステム（ISO10002）規格への適合宣言 
「お客さまの声」の対応体制に関する苦情対応マネジメントシステムの国際規格「ISO10002」※に
準拠して、お客さまの声に対する管理体制の継続的な改善・向上を図っています。 
※国際標準化機構（ISO）が制定した「苦情対応マネジメントシステム」に関する国際規格です。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）お客さまの声を経営に活かす仕組み 
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（2）お客さま満足向上への取組み  

  
 お客さまより寄せられた声に基づく改善 

＜改善件数＞ 
当期間中にお客さまの声に基づく 22件の改善を実施しました。 
 
＜改善事例＞ 
主な改善事例は以下のとおりです。 
改善事例 

事例１ 

お客さまより「記入方法が分かりづらい」というお問い合わせを多くいただいて
いた「支払い指図書兼同意書」に記入例を追加しました。また、記入時にご不明
な点があった際にいつでもご覧いただける「支払い指図書兼同意書の記入方法に
ついて」の説明動画を公開しました。（2023 年 4 月）             
URL：https://www2.americanhome.co.jp/v2/document_video/index.html 

事例２ 

これまでお客さまからのお取り寄せのお電話に応じてお届けしていた「保険証券・
加入者証の再発行のお手続きに必要な書類」や「ご家族情報登録制度利用申込書」
を、当社ホームページよりご自宅などのプリンターやセブン-イレブン店舗のマル
チコピー機で出力いただけるようになりました。（2023 年 6 月） 

 
＜公表＞ 
当社ホームページやディスクロージャーへの掲載を通じて、
お客さまより寄せられた声を公表しています。さらに、お客
さまの声を活かした業務改善の事例を定期的に当社ホームペ
ージで公表しています。お客さまの声の受付状況・改善事例
は下記 URLよりご参照ください。 
URL：https://www2.americanhome.co.jp/v2/voice/ 
 
また、お客さま満足の向上に向けて実施した改善事例を分か
りやすくウェブページを通じてご紹介しています。さらに、
どの部門の担当者が取り組んでいるかを分かるようにしてい
ます。 

 
 お客さまアンケートの結果 

保険金をお支払いしたお客さまに対し、「保険金のお支払いに
関するアンケート」をお送りしています。今年度は、32,769
件の回答をいただき、総合満足度では 92.1％のお客さまから
「満足」「やや満足」の評価をいただきました。しかしながら、
1.7％のお客さまからは「不満足」「やや不満」の評価をいただ
いたことを真摯に受け止め、引き続き、お客さまの目線に立っ
た取組みを実施します。 
特に不満足を表明いただいたお客さまには、速やかにご連絡を
差し上げて原因解明に努めるとともに、お伺いした内容や再発
防止策を社内で共有し、サービス品質の向上に努めています。 
 

 

 

 

 

満足
81.9%

やや満足
10.2%

普通
6.2%

やや不満
1.1%

不満
0.6%

92.1%
（「満足」「やや満足」の合計）

総合満足度

https://www2.americanhome.co.jp/v2/document_video/index.html
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「アクティブ・ケア」に基づく「お客さまの潜在的ニーズの把握」と「一歩先の心遣い」を追求し、
グローバルにおける独自の知見とネットワークを活用しつつ、迅速かつ適切にお客さまの期待とニ
ーズを反映した商品・サービスを提供するよう努めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針 2 

取組状況 

 お客さまにふさわしい商品・サービスの提供 

（１）お客さまのニーズとリスクに応じた商品・サービスの開発・提供 

  
 定性的・定量的調査を軸とするお客さまニーズの追求 

新商品開発の早期段階から定性的・定量的な調査を実施することで、お客さまのニーズを追求し
た、お客さまにふさわしい商品・サービスの開発に取り組んでいます。 

 
 保険金請求漏れ防止の対応 

保険金請求漏れ防止の対応として、保険金請求のお問い合せをいただいた際に、複数のご契約が
あるお客さまがご請求漏れをされていないかの確認や、解約のお申し出をいただいた際に過去の
保険金請求でのご請求漏れがないかを確認しています。 

 
 郵便物の不達管理 

当社からお客さまへ適切に送付物をお届けするために、送付物の不達が発生した場合には、コー
ルセンターからお客さまへご連絡するなどにより、正しい送付先を確認しています。 
 

 ご家族情報登録制度 
当社の保険商品※にご契約またはご加入いただいているお客さまのご家族をご登録いただくこと
で、ご契約内容に関するご回答やご契約内容変更のお手続きの受付などのサービスをご利用いた
だける「ご家族情報登録制度」を導入しています。 
※2017年以前に新規契約いただいた商品が対象です。 
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 ご契約内容に関する確認のお知らせ 

医療保険、長期補償傷害保険のご契約者さまに対して、毎年、保険契約の保有状況やご契約いただ
いている補償内容を再確認いただくためのお知らせをお送りしています。 

 

 補償の重複に関する注意事項のお知らせおよび動画公開 
補償の重複に関する注意事項をお伝えするため、同じ補償内容の保険契約などがある場合は、それ
ぞれの補償の保険金額を合計した額が保険金のお支払い限度額となることをお知らせする「≪補償
の重複≫に関するご確認のお願い」を保険金請求書類に同封しています。また、お客さまのご契約
が補償の重複に該当するかご自身で判断できるように補償の重複の仕組みを分かりやすくご説明
する動画を公開するなど、お客さまのお役に立つ情報提供に努めています。 

 

 ウェブサイトへの約款集の掲載 
当社がウェブサイトを通じてご提供した商品の約款をすべてのお客
さまが閲覧できるよう、約款集をウェブサイトに掲載しています。
最新情報のご提供に向けて随時更新を行っています。 
 

 

 保険金請求の利便性向上 
「領収書の原本を手元に残しておきたい」というお客さまの声を受け、保険金請求のお手続きを領
収書のコピーで対応する運用を開始しました。 

 

 保険料控除申告書の記入方法に関する動画公開 

保険料控除申告書の記入方法をお客さまにご紹介する動画を公開しました。また、ウェブサイト
においても、保険料控除証明書の再発行のお手続きが可能となっているほか、ご記入いただく際
の記入事例を分かりやすくご紹介することでお客さまの利便性向上に努めています。 
URL：https://www2.americanhome.co.jp/v2/document_video/index.html 

（2）お客さまの声に基づく商品・サービスの改善 

 

 

 
保険料控除申告書の記入方法（動画） 

URL：https://www2.americanhome.co.jp/contract_summary/ah_no_yakkan.html 

 

https://www2.americanhome.co.jp/v2/document_video/index.html
https://www2.americanhome.co.jp/contract_summary/ah_no_yakkan.html
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ご自身のニーズや意向に最も適した保険商品をお客さまに選択していただけるよう、「アクティブ・
ケア」に基づき、金融商品・サービスに関する知識や取引経験、保険のご加入目的等一人ひとりの状
況を踏まえ、お客さまのご理解・ご判断に必要な情報を分かりやすく提供します。 
また、ご契約内容や各種変更手続きに関するお問合せの際も、お客さまのご要望等に適切にかつ迅
速に対応します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針 3 

取組状況 

 保険募集における適切な情報提供 

（１）お客さまのご意向に沿った分かりやすい情報の提供への取組み 

  
 適切な「意向把握」と「情報提供」 

リレーションシップセンターでは、トークスクリプトなどを整備することで適切な「意向把握」、
「情報提供」に努めています。また、適切な「意向把握」や「情報提供」が行われているかを検証
する専門部署を設け、検索結果に応じてお客さまとの通話内容を確認しています。 
 

 ご意向に沿った継続プランのご案内と無保険状態リスクの回避 
お客さまのご意向に沿った継続プランが選択できるよう、現在ご加入中のご契約内容の継続プラ
ンと補償見直しプランがお選びいただける更改案内を導入しています（※）。また、お客さまが解
約にいたられる傾向を把握し、お客さまが無保険状態となるリスクを回避するための情報提供を
行う改善施策を継続的に検討・実行しています。 
（※）対象商品：長期補償傷害保険、引受基準緩和型医療保険 
 

 マルチデバイスに対応したウェブサイト 
当社ウェブサイトは、パソコンまたはスマートフォンなどのマルチデバイスで商品内容などを分
かりやすくご理解いただけるよう設計・制作を行っています。 
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（2）ご高齢のお客さま、障がいのあるお客さまへの配慮 

 

 

 

 

（３）保険契約の適正な維持管理 

 
 保険契約の適切な満期管理 

お客さまに時間的余裕をもって保険契約の更改をご検討いただくことや、ご契約の失効を防止す
るために、お客さまのご契約が満期を迎える 3 ヶ月前までに保険契約の更改案内を行う体制を整
えています。 
 
 
 

 
 高齢者対応・障がい者対応マニュアルの整備 

リレーションシップセンターでは高齢者対応・障がい者対応マニュアルを整備し、配慮すべき点
を整理した上で商品・サービスの説明を行っています。高齢のお客さまに対して適切な対応がな
されているかを専門部署にて通話記録の事後検証を行っています。 
 

 ユニバーサルフォント、カラーユニバーサルデザイン 
ウェブサイト、お客さまへの送付物（長期補償傷害保険更改キット、保険料振
替通知）を、ユニバーサルフォント、カラーユニバーサルデザインの観点で制
作を行っています。 
 

 ウェブアクセシビリティ対応 
当社ウェブサイトでは、ご高齢のお客さま、障がいのあるお客さまが掲載され
ている情報に容易にアクセスいただけるよう、マウスを使わない動作に適用
したレイアウト変更や目の不自由な方が使用される音声読み上げソフトへの
対応など、ウェブアクセシビリティ対応を実施しています。 
 

 電話リレーサービス 
公共インフラである「電話リレーサービス」をご利用いただき、手話通訳また
は文字通訳にて、ご契約に関するお問い合わせをいただけるサービスを導入
しています。また、当社の無料ダイヤルへお掛けいただくことで通話料は無料
となります。 
（「電話リレーサービス」の詳細は、日本財団電話リレーサービスをご確認く
ださい。） 
URL：https://www2.americanhome.co.jp/v2/customers/disability_ops.html 
 

 点字書類作成サービス 
目の不自由なお客さまを対象としたサービスとして、「点字書類作成サービ
ス」を導入しています。 
URL：https://www2.americanhome.co.jp/v2/customers/disability_ops.html 
 
 
 

https://www2.americanhome.co.jp/v2/customers/disability_ops.html
https://www2.americanhome.co.jp/v2/customers/disability_ops.html
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「アクティブ・ケア」に基づき、テクノロジーの駆使と高い専門性を両立することで、効率的かつ適
正に保険金を支払います。 
その実現のために、グローバルでの経験とネットワークを活用したサービスを提供し、また事故受
付から保険金支払いに至る業務プロセス、組織・人材、保険金支払業務拠点、システムの各領域にお
いて迅速かつ適切な保険金支払業務を行う体制を引き続き整備します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針 4 

取組状況 

 迅速かつ適切な保険金支払い 

（１）お客さまにご安心いただけるサービスを提供するための取組み 

  
 「保険金のお支払いに関するアンケート」調査の活用 

保険金をお支払いしたお客さまにお送りしている「保険金のお支払いに関するアンケート」の返
送内容を保険金サービス部門内で回覧・共有を行い、改善のためのヒントとして活用しています。
また、不満足の表明をなさったお客さまの声を受領した場合は、その内容を確認・分析し、担当者
へフィードバックを行うなどの改善に役立てています。 
 

 電話応対スキル向上に向けた指導 
お客さまとの電話応対スキル向上に向け、社内指導を定期的に実施しています。 
 
［当社における電話応対指導の実績］ 
・ 「保険金のお支払いに関するアンケート」で不満足の声を受領
した件の通話音声データの確認および指導 

・ トーククオリティの向上を目的としたお客さまとの通話ログ
の定期的なモニタリングおよび指導 

 
 SMS（ショートメッセージサービス）の導入 

お客さまがより便利にご連絡いただけるよう、電話、FAX および郵便のほか、SMS（ショートメ
ッセージサービス）を導入しています。 
 

 保険金請求書類の記入方法に関する動画公開 
保険金をご請求いただく際の書類のうち、お問い合
わせが多い書類の記入方法をご紹介する動画を公開
しています。お客さまのお手元に届く書類上に表示
された二次元コードや当社ホームページの「よくあ
るお問い合わせ」から動画をご覧いただくことがで
きます。 
URL：https://www2.americanhome.co.jp/v2/document_video/index.html 
 
 

 

保険金請求書類の記入方法（動画） 

https://www2.americanhome.co.jp/v2/document_video/index.html
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（２）適正かつ品質の高い保険金サービスの提供 

  
 システムによる保険金支払い判断の支援・確認 

データ化された情報に基づいて保険金支払の判断を支援するシステムの活用や支払可能な保険契
約の確認を行っています。 
 

 保険金支払承認部による検証 
適切な保険金のお支払いが行われたことを検証する部署として、保険金支払承認部を設置するこ
とで不払いの防止に努めています。 
 

 保険金のお支払い後のチェック体制 
保険金のお支払いを行った事案を事後的に検証する専門部署を設置し、対応の適正性を確認する
とともに、保険金サービス部門に検証結果を共有することで、応対スキル・品質向上に努めてい
ます。 
 
 
 

（３）大規模災害に備えた体制の構築 

  
 保険金請求書類の電子データ化 

お客さまからご返送いただいた保険金請求書類を電子データ化し、全国の各拠点から書類にアク
セスできる体制を構築することで、平常時だけでなく大規模災害発生時の保険金支払いにも備え
ています。 
 

 在宅勤務環境の整備 
在宅勤務環境を整備し、災害時にもお客さま対応をする社員が自宅で業務を進められる体制を構
築しています。 
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お客さまと利益相反が生じる可能性のある取引について適切に把握・管理し、お客さまの利益が不 
当に害される取引はいたしません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針 5 

取組状況 

 適切な利益相反管理 

（１）利益相反の可能性のある取引の把握と管理 

  
 利益相反管理部門による管理体制 

利益相反管理方針・規程・マニュアルを定めるとともに、コンプライアンス統括部を利益相反管
理部門に指定し、利益相反のおそれのある取引の特定および管理体制の整備を図っています。ま
た、管理対象取引としてコンプライアンス統括部が報告を受けた場合、各部署に対して利益相反
のおそれのある取引に対して適切な措置をする指示をしています。 
 

 社内管理体制のモニタリング結果 
2022 年 12 月～2023 年 12 月に社内管理体制の適切性についてモニタリングを実施し、当期間
中において管理状況に問題がないこと、また利益相反が発生していないことを確認しました。引
き続き、管理対象取引が適切にコンプライアンス統括部に報告される体制を維持するための、社
員教育や社内周知を行います。 
 

（２）資産運用部門での取組み 

 
 事前チェックの実施状況 

貸付の実行などあるいは株式の購入・売却などの発生はありませんでした。 
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お客さまの最善の利益を追求し高い価値を提供するため、本方針の浸透と定着に向けた取組みを推
進し、全役職員および代理店・保険募集人が「お客さま本位の業務運営」に努めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針 6 

取組状況 

 「お客さま本位の業務運営」の浸透 

（１）役職員へのお客さま本位の業務運営の浸透 

  
 トップメッセージおよびお客さまを柱とした KPI（重要指標）設定 

代表取締役社長から役職員に向けて「お客さま本位の業務運営方針」の重要性を伝えるメッセー
ジを発信するとともに、会社全体でお客さまを軸とした「KPI（重要指標）」を設定し、メッセー
ジを通じて実績を役職員へ毎月共有しています。また、役職員は年間個人目標の一つとして、「お
客さま本位の業務運営」に関わる目標を設定し、「ACTIVE CARE (アクティブ・ケア)」の実践に
よる「お客さま本位の業務運営」の実現に資する取組みを推進しています。 
 

 定期的な情報発信 
社内浸透の取組みとして、「お客さま本位の業務運営方針」の公表以降、毎月の社内報を通じて「お
客さま本位の業務運営」に関する取組みの紹介や浸透活動、関連情報などの共有を行っています。 
 

 社内および AIGグループ共通の浸透活動 
お客さま本位の業務運営の更なる浸透と定着を推進するため、全社員を対象にお客さま本位の業
務運営に関するディスカッション・セッションなどを実施するとともに、全社員の個人目標にお
いて、お客さま本位の業務運営に関する目標を設定しました。また、当社グループ共通のお客さ
ま本位の業務運営に関する社内向けサイトを通じて、ベストプラクティスやお客さまからの声な
どを発信し、更なるお客さま本位の業務運営の浸透に努めました。 
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（２）代理店・保険募集人への教育等 

 
 法令・監督指針・ガイドラインに関する教育・指導 

代理店・保険募集人が遵守すべき法令・監督指針・ガイドラインに関する教育・指導として、すべ
ての登録代理店向けに「AHA通信」を 2023年 2月および 11月に発信し、募集管理ルールや監
督指針法改正などに伴い対応が必要な事項などについての周知を実施しました。 
 

 代理店体制整備状況の点検 
当社が代理申請会社となっている代理店を対象として、2023年 8月～11月に代理店体制整備状
況点検帳票を配布・回収し、体制整備が求められる各項目について点検を実施し、すべての代理
店において健全かつ適切な運営を確保するための体制が整備・維持されていることを確認しまし
た。 
また、お客さまの声を基に代理店の募集行為や保全対応などに起因する苦情・意見を収集・分析
し、お客さまとの対応経緯などの確認を行ったうえで、改善すべき点があった場合に当該代理店
へのフィードバックや是正依頼を実施しています。引き続き、代理店・保険募集人への周知・点
検・改善策の実行促進などの各施策を継続し、お客さま本位の保険募集を行うための体制維持・
改善を図ります。 
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今般、「取組状況」をとりまとめるとともに、「お客さま本位の業務運営方針」および「取組内容」を
見直し、文言の整備を行いました。 

 

 

別紙 「お客さま本位の業務運営方針・取組内容」の見直し 

 


